
 

住民窓口の多様化モデル共同調達業務 

企画提案募集要領 

 

この要領は、「住民窓口の多様化モデル構築事業」に参画する４自治体（愛媛県、愛

媛県今治市、静岡県袋井市、鹿児島県阿久根市）で共同調達を行うことが適当な業務

（以下、共同調達業務という。）の契約候補者を選定するにあたり、企画提案を広く募

集し、総合的な審査により受託者を選定するために必要な事項を定めるものである。 

 なお、本募集は、愛媛県の令和５年度 6 月補正予算の成立を経て実施するものであり、

事業の中止や内容の変更もあるので留意すること。 

 

１ 業務の目的 

  高齢者や平日昼間に時間が取れない住民が役所窓口で手続ができないという課題に

対し、地域事情やデジタルリテラシーに関係なく住民サービスを受けられるよう、マ

イナンバーカードによる個人認証を活用した新たな窓口の型を導入するとともに、自

治体システムが保持するデータを活用することで、役所内・外での手続における住

民・職員の負荷を軽減し、住民サービスの質を向上させるためのモデルを愛媛県、愛

媛県今治市、静岡県袋井市及び鹿児島県阿久根市で共同調達する。 

 

２ 共同調達業務の概要 

 (1) 共同調達業務名 

   住民窓口の多様化モデル共同調達業務 

 (2) 契約期間 

   契約締結の日から令和６年３月 31日まで 

 (3) 業務の内容 

   別紙「住民窓口の多様化モデル共同調達業務仕様書」のとおり 

 

３ 提案見積上限額 

   全体 489,372,000 円（消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。） 

   （構成団体別上限額） 

    愛媛県      242,000,000 円 

    愛媛県今治市    13,915,000 円 

    静岡県袋井市   146,281,000 円 

    鹿児島県阿久根市  87,176,000 円  

    ※ 企画提案書に記載された全体及び構成団体別の見積価格がそれぞれの上限

額を超える場合は、審査の対象外とする。 

※本業務が実施されない場合、企画提案者はそれまでに発生した一切の費用を

請求することはできない。 

 



 

４ 事業者の選定方法 

   公募型プロポーザル方式により実施する。 

   実施主体は、住民窓口の多様化モデル共同調達業務推進協議会（構成団体：愛媛

県、愛媛県今治市、静岡県袋井市、鹿児島県阿久根市）とする。 

 

５ 企画提案の応募資格・条件 

  本企画提案に参加しようとする者は、以下の資格要件を全て満たす者とする。 

 (1) 愛媛県、愛媛県今治市及び鹿児島県阿久根市の令和５年度時点における入札参加

資格の認定を受けている者又は契約締結までに入札参加資格申請書を提出し認定

を受けた者であること。 

（2）国税及び地方税を滞納していない者であること。  

(3) 地方自治法施行令第 167条の４の規定（一般競争入札参加者の資格）のいずれに

も該当しない者であること。 

 (4) 公示日から契約締結の間において、国又は地方自治体から競争入札の参加資格停

止を受けていない者であること。 

 (5) 銀行取引停止処分を受けていない者であること。 

 (6) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法に基づく再生開始の申立

て及び破産法に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (7) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第 77号。以下「法」という。）第２条第２号に規定

する暴力団若しくは法第２条第６号に規定する暴力団員の統制の下にある団体で

はないこと。 

 (8) 愛媛県、愛媛県今治市、静岡県袋井市及び鹿児島県阿久根市と緊密な連絡体制が

構築できること。 

 (9) 共同企業体で参加しようとする場合は、代表者、構成員ともに(1)～(8)の資格要

件を満たすこと。なお、構成員として参加する場合、同時に単独での参加はでき

ない。 

 

６ 応募 

 (1) 参加表明書の提出 

   提出期限 令和５年７月 10日（月）午後５時まで 

  ① 参加表明書（様式１） 正本１部  

    ※ 共同企業体は、様式１－１を添付すること 

  ② 誓約書（様式２）   正本１部  

    ※ 共同企業体は、様式２－１、２－２を添付すること 

  ③ 付属書類 

   ・会社等の概要（様式任意 電子データでの提出が難しい場合は既存のパンフレ

ット等可） 



 

  ④ 提出方法 

    持参又は郵送（書留、簡易書留又は信書便でこれらに準ずるもの）による提出    

とするが、郵便事故等については提出者のリスク負担とし、異議を申し立てる

ことはできないこととする。（以下同じ。） 

    ※ 郵送の場合は、提出期限までに到着すること。 

  ⑤ 参加の辞退 

   ・参加を取り下げる場合は、７月 10 日（月）までに参加辞退届（様式３）正本

１部を提出すること。 

 (2) 質問書について 

   提出期限 令和５年７月 10日（月）午後５時まで 

  ① 質問書（様式４） 

   ・様式を用いて電子メールにより提出すること。 

   ・電子メールの件名は、「プロポーザル質問（住民窓口の多様化モデル構築事業）」

とすること。 

   ・なお、質問書は電子メールでの提出のみとし、電話や口頭、受付期間外の質問

は、一切受け付けない。 

   ・質問に対する回答は、質疑応答集を作成し、参加表明書を提出した全ての者に

令和５年７月 14 日（金）までに電子メールで送信する。ただし、質問又は回

答の内容が質問者の具体的な提案事項に密接に関わるものについては、質問者

に対してのみ回答する。 

 (3) 企画提案書の提出 

   提出期限 令和５年７月 21日（金）午後５時まで 

  ① 企画提案書の提出書（様式５）  

  ② 企画書（様式任意） 

   ・住民窓口の多様化モデル共同調達業務仕様書に基づき、企画提案書を作成する

こと。 

   ・具体的には、基本方針、事業の進め方、提案者のノウハウ、成果把握、スケジ

ュール、実施体制等を提案し、特色が分かりやすいものとすること。なお、図

表等を用いることも可能である。 

   ・更なる成果の向上に資する追加提案がある場合は、具体的に記載すること。 

   ・企画提案に際しては、提案見積金額に影響を与えない範囲の内容で行うこと。 

  ③ 費用見積書（様式６）  

   ・見積りに係る自治体別の積算内訳書を別途添付すること（様式任意）。 

   ・また、次の経費についてもそれぞれ見積りを行い、金額を提示すること。 

    ◆令和６年度以降に必要となる、本事業において導入、連携する各システムの

保守運用及び回線サービス又は LGWAN-ASP サービス利用に係る経費（年額） 

     ※ 見積りに当たっては、住民窓口の多様化モデル共同調達業務仕様書の内

容を十分に確認すること。 



 

  ④ 事業の統括責任者・従事予定者一覧表（様式７）  

   ・本事業の実施に当たって十分な経験を有する者を統括責任者とすること。 

   ・参考となる履歴、資格等がある場合はその旨を記載すること。 

   ・提出後の総括責任者等の変更は、住民窓口の多様化モデル構築事業推進協議会

がやむ得ない事情があると認める場合を除きできないものとする。 

  ⑤ 提出方法 

   ・様式を用いて電子メールにより提出すること。 

・電子メールの件名は、「プロポーザル企画提案（住民窓口の多様化モデル構築

事業）」とすること。 

※電子メールでの提出が難しい場合は、Ａ４判片面印刷とし、持参又は郵送によ

り提出すること 

※郵送の場合は、提出期限までに到着すること。 

 (4) 提出先 

   住民窓口の多様化モデル構築事業推進協議会事務局 

   〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目４－２ 

   愛媛県企画振興部デジタル戦略局スマート行政推進課 

    （メール：smartgyouseisuishin@pref.ehime.lg.jp） 

 (5) 公正な企画提案審査の確保 

   ・参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律

第 54 号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

   ・参加者は、競争を制限する目的で他の参加者と参加意思及び提案内容について、

いかなる相談も行ってはならず、独自に提案書等を作成しなければならない。 

   ・参加者は、業務予定者の選定前に、他の参加者に対して提案書等を意図的に開

示してはならない。 

   ・参加者が連合し、又は不穏な行動等をなす場合において、企画提案審査を公正

に執行することができないと認められるときは、当該参加者を企画提案審査に

参加させず、又は企画提案審査の執行を延期し、若しくは取りやめることがあ

る。 

 (6) 留意事項 

   ・応募申込に要する費用は、応募者の負担とする。 

   ・提出された書類は返却しない。書類は応募者に無断で二次的な使用は行わない。 

・企画提案書提出後の再提出及び差替えは、原則として認めない。ただし、愛媛

県から書類の不足・不備の補完、内容不明点の確認のほか、必要に応じ、追加

書類の提出を求めることがある。 

・提案内容に含まれる特許権等の日本国の法令に基づいて保護される第三者の権

利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、参加者が負う。 

・書類提出に当たって使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

 



 

７ 事業者の選定 

 (1) 選定方法等 

   審査会を設置し、提出された企画提案書等により内容審査・評価を行った後、最

低基準を満たし、かつ最も優れた提案内容を行ったものを契約候補者として選定

する。 

 (2) プレゼンテーション 

   必要に応じ、時間、場所及び実施内容等に係る詳細通知を行った上で、企画提案

者によるプレゼンテーションを実施する場合がある。 

   なお、プレゼンテーションを実施する場合において、応募者が多数（６者以上）

のときは、審査会において企画提案書による事前審査を行い、当該審査を通過し

た者のみを対象とする。 

 (3) 審査基準 

   書類審査については、次に掲げる項目を総合的に評価して行う。 

評価項目 評価の着眼点 配点 

遂行能力 ・類似事業の実績やノウハウ、業務遂行能力があること。 20 

企画提案 

・事業の意図を理解した、具体性、妥当性のある企画内容であ

り、目標達成に向けた明確な道筋が示されていること。 
25 

・住民窓口の多様化について、各導入自治体における対象業務

の現状把握を行うとともに、解決すべき課題の抽出や、その

課題を解決し、住民及び自治体職員の負荷が軽減される有効

かつ効率的な提案が示されていること。 

35 

・申請ナビ機能について、住民が入力すべき情報が最小限とな

る機能及び利便性が高いと感じられる機能を有するととも

に、情報セキュリティが確保された提案が示されているこ

と。 

30 

・県及び市のネットワークを介したデータ連携について、個人

情報の保護に関する関係法令や各情報セキュリティポリシー

等の関係規程を遵守した内容になっていること。 

20 

実施体制等 

・円滑な業務実施に必要かつ十分な人員体制が確保されてお

り、実施スケジュールにも無理がない内容となっているこ

と。 

10 

見積価格 

・経費の内訳が明確であり、提案内容に見合った適正な価格で

あること。 

・運用開始後のランニングコストの低減についても考慮してい

ること。 

10 

合 計 点 数 150 

    

 

   ・各委員は、各項目につき１～５点で採点し、補正係数（各項目の本来の配点

への割り戻し係数）を乗じた点数で評価を行う。 

     ・評価点数が最も高い者を契約候補者として採択する。 



 

・なお、最高得点を挙げた参加者が２者以上いる場合は、委員で協議のうえ、契

約候補者を決定する。 

・評価点数の合計が、配点合計に審査委員の人数を乗じた値の 60％を下回る場

合は、選定しない。 

(5) 審査結果 

   ・審査対象となった提案の応募者に対し、審査結果を書面で通知する。 

   ・審査内容については公表しない。審査結果についての異議申し立ても認めない。 

 

８ 欠格事項 

  応募者が次のいずれかの要件に該当する場合は、失格とする。 

  ・民法（明治 29 年法律第 89 条）第 90 条（公序良俗違反）、第 93 条（心裡留保）、

第 94 条（虚偽表示）又は第 95条（錯誤）に該当する提案を行った場合 

  ・審査等に関する不当な要求等を申し入れた場合 

  ・本募集要項に違反又は著しく逸脱した場合 

  ・同一の応募者が二つ以上の提案書を提出した場合 

  ・発表済の内容と酷似した提案を行った場合 

  ・その他不正な行為があった場合 

 

９ 契約 

 (1) 契約の締結 

   契約については、選定された企画提案内容を直ちに契約内容とするものではなく、

自治体ごとに契約候補者と提案内容に沿って契約内容についての協議・調整を行

い、各契約締結自治体と契約候補者の双方が合意に至った場合に、契約候補者か

ら見積書を徴し、各契約締結自治体が定めた予定価格の範囲内であることを確認

し、契約を締結する。その際、協議等の結果に基づき、企画提案内容の一部を変

更する場合がある。    

最優秀提案者が正当な理由なく契約を締結しないとき、又は協議が整わなかった

ときは、その選定を取り消すとともに、書類審査において次点となったものを最

優秀提案者とし、契約内容についての協議を行った上で、契約を締結する。 

 (2) 契約条項等 

   別に定める契約書のほか、各契約締結自治体の会計規則または契約規則の規定に

準じることとする。 

（3）契約保証金 

   契約保証金については、契約金額の 10 分の１に相当する額以上を各自治体との

契約締結前に納付すること。ただし、各契約締結自治体の会計規則または契約規

則に基づき免除となる場合はこの限りではない。 

 

 



 

10 著作権等の取扱 

 (1) 著作権者 

   成果品に関する著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。）

は、各契約締結自治体に帰属することとする。なお、成果品については住民窓口

の多様化モデル共同調達業務仕様書の「14.納入成果物」で定めるものとする。 

 (2) 第三者への使用許諾 

   第三者への使用許諾は、適当と認められる場合に限り、各自治体が行う。 

 (3) 権利関係の処理 

  ・成果品に含まれる第三者の著作権、肖像権、その他全ての権利についての交渉、

処理は受託者が行うこととし、その経費は受託料に含むものとする。 

  ・第三者からの異議申し立て、紛争の提起については、全て受託者の責任と費用負

担で対応する。 

  ・著作権の取扱いについて、ここに記載のない事項については、各自治体と受託者

で協議の上、処理する。 

 

11 問い合わせ先 

   住民窓口の多様化モデル構築事業推進協議会事務局 

  愛媛県企画振興部デジタル戦略局スマート行政推進課 

   〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目４－２ 

   TEL：089-912-2229  FAX：089-912-2284 

   e-mail：smartgyouseisuishin@pref.ehime.lg.jp 


